
 

 

制限除外の農地の移動届にかかる必要書類 
 
※自らの農地2a（200㎡）未満を農業用施設等にする場合 
●必要書類（提出部数：1部） 

必要書類 注意事項 備考 

１．制限除外の農地の移動届 記載例を基に作成（記載漏れがないように）  

２．土地登記（全部）事項証明書 
（届出日から3ヶ月以内の原本） 
※インターネット上の「登記情報提供サービス」

の画面印刷したものは、不可 

登記事項証明書に記載されている住所が登記名

義人の現住所と異なる場合は、住民票及び戸籍

の附票等、住所のつながりが確認できるものが

必要 

 

３．地積測量図 
一筆の一部を転用する場合に添付（１枚の中

に１筆の全体が表示された上で転用区域が明

示されるように記載すること） 
 

４．公図の写し 届出地が分かるよう筆界を色枠で表示  

５．位置図（案内図） 住宅地図の写し等（縮尺1/2000程度）  

６．土地利用計画図（配置図） 縮尺1/300から1/600程度  

７．農業を営む者の証明 市農業委員会で取得  

８．委任状 代理人届出の場合  

９．都市計画法施行規則第 60条証明  

又は建築確認申請書の写し 市街化調整区域内において該当する場合  

 


